
（４） ２００４．１１．１

新
潟
県
中
越
地
震
災
害
義
援
金

ご
協
力
を

□問
 

日
本
赤
十
字
社
東
京
都
支
部
11　

・
５
２
７
３
・
６
７
４
３

０３

地
区
計
画
の
変
更
原
案

　

町
田
都
市
計
画
相
原
・
小
山
地
区
地

区
計
画
の
変
更
原
案
を
ご
覧
（
縦
覧
）

い
た
だ
け
ま
す
。
縦
覧
期
間
中
、
利
害

関
係
人
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
変
更
原
案
の
内
容
等
に
つ
い

て
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

○
変
更
内
容　

本
年
４
月
１
日
に
、

八
王
子
市
と
町
田
市
の
行
政
境
界
変
更

（
約
３
ヘ
ク
タ
ー
ル
）
が
行
わ
れ
た
こ

と
を
受
け
て
、
相
原
・
小
山
地
区
地
区

計
画
の
区
域
等
を
一
部
変
更
し
ま
す
。

○
縦
覧
期
間　
　

月
８
日
（
月
）
〜　

１１

２２

日
（
月
）
、
土
・
日
曜
日
を
除
く

○
時
間　

午
前
８
時　

分
〜
午
後
５
時

３０

○
縦
覧
場
所　

都
市
計
画
課
（
中
町
第

三
庁
舎
１
階
）

【
説
明
会
】

○
日
時　
　

月　

日
（
水
）
午
後
２
時

１１

１０

〜
３
時

○
会
場　

小
山
市
民
セ
ン
タ
ー
第
一
会

議
室

□問
 

都
市
計
画
課
11
７
０
９
・
０
５
６
４

ご

覧

下

さ

い

み
ん
な
の
お
で
か
け
マ
ッ
プ
の

　

町
田
市
バ
リ
ア
フ
リ
ー
マ
ッ
プ
（
市

の
補
助
事
業
で
Ｎ
Ｐ
Ｏ
団
体
が
運
営
）

の
冊
子
版
「
み
ん
な
の
お
で
か
け
マ
ッ

プ
」
の
改
訂
版
が
で
き
ま
し
た
。
こ
の

改
訂
版
は
Ａ
４
サ
イ
ズ
で
作
成
し
て
お

り
、
掲
載
内
容
も
見
や
す
く
な
っ
て
い

ま
す
。

　

詳
細
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

ttp
:/
/

w
w
w
.b
a
r
r
ie
r
fr
e
e

‐m
a
c
h

id
a
.c
o
m

）
を
ご
覧
下
さ
い
。

改
訂
版
が
で
き
ま
し
た

　

み
ん
な
の
お
で
か
け
マ
ッ
プ
は
市
役

所
本
庁
舎
の
福
祉
総
務
課
等
で
無
料
配

布
し
て
い
ま
す
。

□問
 

福
祉
総
務
課
11
７
２
４
・
２
１
３
３

南

多

摩

斎

場

臨
時
休
場
し
ま
す

○
休
場
日　
　

月　

日
（
火
）
＝

１１

１６

通
常
休
場
日
（
友
引
）
、　

日
１７

（
水
）
＝
保
守
点
検
に
伴
う
臨
時

休
場
日

※
火
葬
業
務
は　

日
、　

日
は
休

１６

１７

場
し
ま
す
。
受
付
、
霊
安
室
業
務

は
平
常
ど
お
り
実
施
し
ま
す
。

※
式
場
は
、　

日
の
通
夜
か
ら
利

１５

用
で
き
ま
せ
ん
。　

日
通
夜
か
ら

１７

利
用
で
き
ま
す
。

□問
 

南
多
摩
斎
場
11
７
９
７
・
７
６

４
１

高
齢
者
入
院
見
舞
金

　
　

日
以
上
継
続
し
て
入
院
し
た
高
齢

３０
者
の
方
に
入
院
見
舞
金
を
支
給
し
て
き

ま
し
た
が
、
平
成　

年
５
月　

日
を
も

１６

３１

っ
て
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。

　

た
だ
し
、
平
成　

年
５
月　

日
ま
で

１６

３１

に　

日
以
上
継
続
し
て
入
院
し
て
い
た

３０
方
は
支
給
の
対
象
に
な
り
ま
す
の
で
、

お
早
め
に
申
請
手
続
き
を
し
て
下
さ
い

（
５
月
３
日
以
降
に
入
院
し
た
場
合
は

対
象
に
な
り
ま
せ
ん
）
。

　

申
請
書
の
受
付
は
平
成　

年
３
月　

１７

３１

日
ま
で
で
す
。

○
対
象
者　

町
田
市
の
○老
 

受
給
者
証
、

高
齢
受
給
者
証
ま
た
は
○福
 

医
療
証
を

お
持
ち
の
方
で
市
内
に
１
年
以
上
居
住

し
、
本
人
の
前
年
の
所
得
が
基
準
額
＝

右
下
表
（
１
月
〜
６
月
ま
で
の
入
院
に

つ
い
て
は
前
々
年
の
所
得
）
以
下
の
方

○
支
給
額　

１
万
円

※
介
護
保
険
の
入
院
は
対
象
に
な
り
ま

せ
ん
。

※
入
院
日
数
は
１
つ
の
医
療
機
関
で
の

日
数
で
す
。

※
平
成　

年
３
月　

日
以
前
の
入
院

１２

３１

は
、
７
日
以
上
入
院
し
た
場
合
に
入
院

日
数
に
よ
り
見
舞
金
を
支
給
し
ま
す

（
時
効
は
５
年
で
す
）
。

○
申
請
に
必
要
な
も
の　

①
入
院
期
間

を
確
認
で
き
る
も
の
（
領
収
書
・
入
院

証
明
書
等
）
②
印
鑑
（
認
印
で
も
可
）

③
○老
 

受
給
者
証
、
高
齢
受
給
者
証
ま
た

は
○福
 

医
療
証
④
受
給
者
本
人
の
振
込
口

座
（
郵
便
局
は
除
く
）
が
わ
か
る
も
の

□問
 

高
齢
者
医
療
課
11
７
２
４
・
２
１
４

４ 高齢者入院見舞金
所得基準額表

所得基準額（円）扶養人数

２，５７２，００００人

３，０５２，０００１人

３，４３２，０００２人

３，８１２，０００３人

申
請
は
お
済
み
で
す
か
？

　
　

月　

日
（
水
）
、　

日
（
木
）
の

１２

２９

３０

２
日
間
に
、
保
護
者
の
方
が
就
労
の
た

め
家
庭
で
保
育
で
き
な
い
場
合
、
こ
う

さ
ぎ
保
育
園
及
び
金
森
保
育
園
の
２
園

で
お
子
さ
ん
を
お
預
か
り
し
ま
す
。

○
対
象　

市
内
在
住
ま
た
は
市
内
の
認

可
保
育
園
に
在
園
の
、　

月
１
日
現
在

１２

満
６
か
月
〜
就
学
前
の
子
ど
も
で
、
保

護
者
の
就
労
に
よ
り
保
育
が
必
要
で
あ

る
こ
と

○
時
間　

午
前
７
時
〜
午
後
７
時
の
間

で
保
護
者
の
方
の
就
労
時
間

○
定
員　

各
園
１
日　

人
、
０
歳
児
は

３０

３
人
ま
で

※
申
込
人
数
が
５
人
未
満
の
場
合
は
年

末
保
育
を
行
い
ま
せ
ん
。

※
定
員
を
超
え
た
場
合
は
、　

月　

日

１２

１４

（
火
）
午
後
１
時
か
ら
子
育
て
支
援
課

で
公
開
抽
選
を
行
い
ま
す
。

○
費
用　

午
前
８
時　

分
〜
午
後
５
時

３０

で
４
時
間
以
内
＝
１
６
０
０
円
、
４
時

間
以
上
＝
３
２
０
０
円
／
午
前
７
時
〜

８
時　

分
、
午
後
５
時
〜
７
時
は
１
時

３０

間
に
つ
き
６
０
０
円　

○
申
し
込
み　

申
請
書
（
町
田
市
内
認

可
保
育
園　

か
所
及
び
子
育
て
支
援
課

４４

で　

月
１
日
〜　

月
３
日
に
配
布
）
及

１１

１２

び
年
末
勤
務
証
明
書
を　

月　

日
ま
で

１２

１０

（
必
着
）
に
年
末
保
育
実
施
園
に
提
出

し
て
下
さ
い
（
郵
送
可
）
。

※
受
付
時
間
は
午
前
８
時　

分
〜
午
後

３０

５
時
で
す
。

※
申
込
受
付
終
了
後
、
承
認
通
知
書
を

郵
送
し
ま
す
。
そ
の
際
に
納
入
通
知
書

を
同
封
し
ま
す
の
で
、　

月　

日
ま
で

１２

２７

に
費
用
を
納
入
し
て
下
さ
い
（
納
入
さ

れ
た
費
用
は
返
還
し
ま
せ
ん
）
。

□問
 

子
育
て
支
援
課
11
７
２
４
・
２
１
３

８

年

末

保

育

お

知

ら

せ

【
日
曜
支
払
い
相
談
窓
口
を
開
設
し
ま

す
】

　

国
民
健
康
保
険
税
の
お
支
払
い
や
、

ご
相
談
を
お
受
け
す
る
日
曜
支
払
い
相

談
窓
口
を
開
設
し
ま
す
。
当
日
は
、
各

種
届
け
出
も
お
受
け
し
ま
す
の
で
、
ぜ

ひ
ご
利
用
下
さ
い
。

　

な
お
、
届
出
に
必
要
な
書
類
は
、
事

前
に
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

○
日
時　
　

月
７
日
（
日
）
午
前
９
時

１１

〜
午
後
４
時

○
会
場　

国
保
年
金
課
（
市
役
所
４

階
）

【
納
付
推
進
員
が
巡
回
し
て
い
ま
す
】

　

国
民
健
康
保
険
税
納
付
推
進
員
が
市

内
の
国
民
健
康
保
険
加
入
者
の
お
宅
を

訪
問
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
国
民
健

康
保
険
税
の
口
座
振
替
の
勧
奨
や
保
険

税
の
趣
旨
の
普
及
の
た
め
に
巡
回
す
る

も
の
で
、
同
時
に
保
険
税
の
お
支
払
い

国
保
年
金
課
か
ら
の

税

の

説

明

会

　

市
で
は
、　

を
超
え
る
特
定
非
営
利

９０

活
動
法
人
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
）
が
設
立
認

証
を
受
け
、
そ
れ
ぞ
れ
に
活
動
を
行
っ

て
い
ま
す
。
法
人
を
設
立
し
、
運
営
す

る
な
か
で
は
、
税
に
関
す
る
悩
み
や
疑

問
も
多
く
抱
え
て
い
る
よ
う
で
す
。
そ

こ
で
、
国
・
都
・
市
共
催
の
説
明
会
を

開
催
し
ま
す
。

　

直
接
会
場
へ
お
い
で
下
さ
い
。

○
対
象　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
の
方
、
同
法
人

の
設
立
を
予
定
し
て
い
る
方
、
こ
の
テ

ー
マ
に
興
味
を
お
持
ち
の
方

○
日
時　
　

月　

日
（
月
）
午
後
２
時

１１

１５

〜
３
時　

分
３０

○
会
場　

町
田
市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム
３
階

ホ
ー
ル

○
内
容　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
に
関
わ
る
国
税

に
つ
い
て
（
町
田
税
務
署
）
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
に
関
わ
る
都
税
に
つ
い
て
（
八
王

子
都
税
事
務
所
）
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
に
関

わ
る
市
税
に
つ
い
て
（
町
田
市
役
所
）

○
定
員　

１
８
０
人
（
先
着
順
）

□問
 

市
民
活
動
振
興
課
11
７
２
３
・
２
８

９
１

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
の
た
め
の

シ

ニ

ア

塾

【
健
康
講
座
〜
骨
粗
し
ょ
う
症
の
予
防

と
対
策
〜
】

○
対
象　

市
内
在
住
の　

歳
以
上
の
方

６０

○
日
時　
　

月
２
日
（
木
）
午
後
１
時

１２

　

分
〜
３
時　

分

３０

３０

町
田
市
み
ど
り
ク
ラ
ブ
連
合
会

○
会
場　

な
る
せ
駅
前
市
民
セ
ン
タ
ー

○
講
師　

日
本
成
人
病
予
防
協
会
・
安

村
禮
子
氏

○
定
員　

１
０
０
人
（
抽
選
）

○
費
用　

２
０
０
円
（
実
費
）

○
申
し
込
み　

往
復
ハ
ガ
キ
に
講
座
名

・
住
所
・
氏
名
・
年
齢
・
性
別
・
電
話

番
号
を
明
記
し
、　

月　

日
ま
で
（
必

１１

１５

着
）
に
町
田
市
み
ど
り
ク
ラ
ブ
連
合
会

（
〒　

－

０
０
２
２
、
町
田
市
森
野
１

１９４

－

１－

　

わ
く
わ
く
プ
ラ
ザ
町
田
内
、

１５

11
７
２
５
・
４
６
１
３
）
へ
。

□問
 

高
齢
者
福
祉
課
11
７
２
４
・
２
１
４

１

講

演

会

○
日
時　
　

月　

日
（
水
）
午
後
２
時

１１

１０

〜
４
時

○
会
場　

町
田
市
民
フ
ォ
ー
ラ
ム

○
内
容　

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
的
ケ
ア
推

進
の
重
要
性

町
田
市
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム

○
講
師　

高
齢
者
痴
呆
介
護
研
究
・
研

修
東
京
セ
ン
タ
ー
・
永
田
久
美
子
氏

○
申
し
込
み　

電
話
で
高
齢
者
福
祉
課

（
11
７
２
１
・
０
９
１
２
）
へ
。

ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル

初

心

者

教

室

○
対
象　

市
内
在
住
の
初
心
者
で
全
回

参
加
で
き
る
方

○
期
日　
　

月　

日
（
水
）
、　

日

１１

１０

１１

（
木
）
、
予
備
日
＝　

日
（
金
）

１２

○
時
間　

午
前
９
時　

分
〜
午
後
３
時

３０

○
会
場　

芹
ケ
谷
公
園
多
目
的
広
場

○
申
し
込
み　

所
定
の
用
紙
（
町
田
市

ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
協
会
に
あ
り
ま
す
）
に

記
入
し
、　

月
４
日
・
５
日
の
午
前　

１１

１０

時
〜
午
後
３
時
の
間
に
同
協
会
（
せ
り

が
や
会
館
内
11
７
２
２
・
２
２
５
３
）

へ
。

□問
 

高
齢
者
福
祉
課
11
７
２
４
・
２
１
４

１

　

寝
た
き
り
の
原
因
と
な
る
骨
折
の
予

防
や
、
運
動
機
能
の
低
下
を
防
止
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
た
、
日
常
生
活
に
必

要
な
筋
肉
を
活
性
化
さ
せ
る
た
め
の
ト

レ
ー
ニ
ン
グ
で
す
。

○
対
象　

鶴
間
・
南
つ
く
し
野
・
つ
く

し
野
・
小
川
・
成
瀬
が
丘
・
南
成
瀬
・

金
森
・
高
ヶ
坂
・
成
瀬
・
成
瀬
台
・
東

玉
川
学
園
に
お
住
ま
い
の　

歳
以
上

６０

で
、
筋
力
の
低
下
に
よ
り
歩
行
な
ど
の

日
常
生
活
に
支
障
が
あ
り
、
介
護
保
険

要
介
護
認
定
で
自
立
か
ら
要
介
護
２
ま

で
の
認
定
を
受
け
た
（
同
程
度
の
方
を

含
む
）
、
全
回
参
加
可
能
な
方

○
期
間　

２
０
０
５
年
１
月
５
日
〜
３

月　

日
（
毎
週
水
曜
日
と
金
曜
日
、
全

２５

　

回
）

２２○
定
員　
　

人
程
度

１０

○
会
場　

悠
々
園
（
能
ヶ
谷
町
）

※
希
望
さ
れ
る
方
は
ご
自
宅
近
く
か
ら

施
設
ま
で
送
迎
を
行
い
ま
す
。

○
費
用　

１
万
２
０
０
０
円
（
１
回
当

た
り
５
５
０
円
程
度
）
、
別
途
傷
害
保

険
料
（
１
５
０
０
円
）
等
の
自
己
負
担

が
あ
り
ま
す
。

○
申
し
込
み　

参
加
申
込
書
（
高
齢
者

福
祉
課
、
募
集
地
域
を
担
当
す
る
在
宅

介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
に
あ
り
ま
す
）
に

必
要
事
項
を
明
記
し
、　

月　

日
ま
で

１１

１７

（
必
着
）
に
高
齢
者
福
祉
課
（
〒　

－１９４

８
５
２
０
、
中
町
１－

　

－

　

、
11
７

２０

２３

２
４
・
２
１
４
６
）
へ
。

　

ド
ン
グ
リ
、
ス
ス
キ
、
竹
な
ど
自
然

の
材
料
を
使
い
思
い
っ
き
り
楽
し
ん
で

み
ま
せ
ん
か
。

　

直
接
会
場
へ
お
い
で
下
さ
い
。

○
日
時　
　

月
７
日
午
前　

時
〜
午
後

１１

１０

３
時
（
雨
天
中
止
）

○
会
場　

か
し
の
木
山
自
然
公
園

○
内
容　

自
然
と
遊
ぼ
う
＝
竹
鉄
砲
遊

び
、
竹
ぽ
っ
く
り
、
竹
馬
、
天
秤
棒
、

ひ
っ
つ
き
虫
遊
び
▽
自
然
で
作
ろ
う
＝

竹
楽
器
作
り
と
合
奏
、
ミ
ニ
竹
ぼ
う

き
、
コ
ッ
プ
、
竹
踏
み
、
竹
ぽ
っ
く

り
、
木
の
実
の
ペ
ン
ダ
ン
ト
、
木
の
実

の
笛
、
ス
ス
キ
の
み
み
ず
く
、
葉
っ
ぱ

の
工
作
、
風
ぐ
る
ま
▽
自
然
を
学
ぼ
う

＝
き
り
も
み
火
起
こ
し
、
園
内
ミ
ニ
観

察
会
、
望
遠
鏡
体
験
コ
ー
ナ
ー
、
ク
イ

ズ
コ
ー
ナ
ー
▽
自
然
を
飲
も
う
＝
い
ろ

い
ろ
な
味
と
効
能
が
楽
し
め
る
野
草
茶

※
昼
食
は
各
自
で
ご
用
意
下
さ
い
。

※
園
内
で
は
、
飲
食
物
は
販
売
し
て
い

ま
せ
ん
。

○
交
通　

町
田
バ
ス
セ
ン
タ
ー　

番
乗

１４

り
場
か
ら
成
瀬
台
行
き
バ
ス
で
「
大
谷

原
」
下
車
、
徒
歩
５
分

※
駐
車
場
は
あ
り
ま
せ
ん
。

□問
 

か
し
の
木
山
自
然
公
園
「
森
の
家
」

11
７
２
４
・
１
６
６
０

お

知

ら

せ

　

健
康
福
祉
会
館
鶴
川
分
館
の
電

話
は
、　

月
末
で
１
回
線
を
廃
止

１０

し
ま
し
た
。　

月
か
ら
は
「
11
７

１１

３
６
・
１
６
０
０
」
の
１
回
線
で

の
応
対
と
な
り
ま
す
（
職
員
が
不

在
の
場
合
は
、
健
康
課
に
電
話
が

転
送
さ
れ
ま
す
）
。

□問
 

健
康
課
11
７
２
５
・
５
４
７
１

健
康
福
祉
会
館
鶴
川
分
館
の

11
７
２
６
・
６
５
７
０   

　

０
歳
〜
就
学
前
ま
で
の
発
達
相

談
を
お
受
け
し
て
い
ま
す
。

○
相
談
時
間　

月
〜
金
曜
日
の
午

前
８
時　

分
〜
午
後
５
時

３０

子
ど
も
発
達
セ
ン
タ
ー

す

み

れ

教

室

も
う
け
た
ま
わ
っ
て
い
ま
す
。
納
付
推

進
員
は
身
分
を
証
明
す
る
た
め
、
胸
に

納
付
推
進
員
証
を
つ
け
て
い
ま
す
の

で
、
ご
確
認
下
さ
い
。

◇

□問
 

国
保
年
金
課
11
７
２
４
・
２
１
２
５

利
用
で
き
ま
せ
ん

　
　

月　

日
（
木
）
は
午
後
２
時

１１

１１

か
ら
市
役
所
本
庁
舎
の
総
合
訓
練

の
た
め
、
一
般
駐
車
場
の
利
用
が

で
き
ま
せ
ん
。

　

市
役
所
第
二
駐
車
場
を
ご
利
用

下
さ
い
。

□問
 

管
財
課
11
７
２
４
・
２
１
６
５

市
役
所
一
般
駐
車
場


